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群馬労働局（局長 半田和彦）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下、「女性活

躍推進法」）に基づく一般事業主行動計画の策定届の届出状況をとりまとめましたので、公表します。 
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平成２８年１２月２６日 

【照会先】 
群馬労働局 雇用環境・均等室 
室 長      宮村 雅江 
上席雇用環境改善・均等推進指導官  萩原 秀樹 
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厚生労働省 

群馬労働局 Press Release 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の 

策定届の届出状況について 

１ 一般事業主行動計画策定届の届出企業数及び届出率（平成２８年１１月３０日現在） 

 管内企業数 届出企業数 届出率 

常時雇用労働者 301 人以上の企業 178 社 178 社 100％ 

常時雇用労働者 300 人以下の企業 － 13 社 － 

合計 － 191 社 － 

２ 一般事業主行動計画における数値目標の概況（全産業） 

企業が策定した行動計画について、配置・育成・教育訓練／評価・登用に関する数値目標が５０％と最も

多く、次いで、採用に関する数値目標が２５％と多い。 
 

３ 主な産業別の、達成しようとする数値目標の概況 

製造業においては、採用に関する事項が３７％（全産業では２５％）と多い。 

医療、福祉においては、継続就業・職場風土に関する事項が３６％（全産業では１４％）、長時間労働の

是正に関する事項が１８％（全産業では８％）と多く、採用に関する事項は２％と少ない。 

卸売業、小売業においては、配置・育成・教育訓練/評価・登用に関する事項が５４％（全産業では５０％）

と多い。 

このことから、女性の活躍推進に当たり、概して、製造業は、採用拡大を、医療、福祉は、継続就業を、卸

売業、小売業は、管理職登用拡大を目標としているといえる。 
 

４ 届出企業の産業別割合、計画期間、目標個数の概況 

届出企業を産業別にみると、製造業が２８％と最も多く、次いで医療、福祉の２１％、卸売業、小売業の１７％

となっている。計画期間については５年間の企業が４５％と最も多く、達成しようとする数値目標の数につい

ては、１個の企業が８３％と最も多い。 

※ 女性活躍推進法に基づく認定制度について 

 行動計画の策定及び策定した旨の届出を行った企業が、女性の活躍推進に関する認定基準を満たした場

合、厚生労働大臣の認定を受けることができます（愛称：えるぼし認定）。認定は、基準を満たす項目数に応じ

て３段階あり、認定企業は、以下の認定マークを求人票や広告、商品、名刺、ホームページ等に表示すること

により、優秀な人材の採用や、企業イメージの向上に繋げることができます。 
















